
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の棒状物品を並列に並べて収容した単位パックを複数段に積み重ねて収容する

ことを特徴とする収納箱。
【請求項２】
　

。
【請求項３】
　前記容器が載置台上に自立できるような底面を有する請求項 記載の収納箱。
【請求項４】
　前記容器の上端に、容器を吊り下げるための吊り下げ部片を有する請求項 のいず
れかに記載の収納箱。
【請求項５】
　前記容器の少なくとも正面側が透明である請求項 のいずれかに記載の収納箱。
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四角
筒状の容器、前記容器の上面に設けられ前記単位パックを出し入れする開口部、前記開口
部を閉塞する蓋、前記単位パックを載せる台、および最下段の単位パックの取り出し口ま
たは同取り出し口を形成するための剥ぎ取り部を具備し、前記単位パックは、前記棒状物
品を前記容器の正面部と並列に並べて収容しており、前記台はその頂面が前記容器の正面
部側が低く背面部側が高くなるよう傾斜しており、前記単位パックの取り出し口または同
取り出し口を形成するための剥ぎ取り部は、前記台の頂面上の単位パック内の棒状物品の
一方の端部に対応して前記容器の側面部に設けられている

前記単位パックは、複数の電池を前記容器の正面部と並行に並べて収容している請求項
１記載の収納箱

１または２

１～３

１～４



【請求項６】
　前記容器内の最上段の単位パック上に仕切り板が載置されている請求項 のいずれ
かに記載の収納箱。
【請求項７】
　 単位パックを複数段に積み重ねて収容する四角
筒状の容器を構成する正面部、背面部、および左右の側面部、
　前記容器の上部開口部を閉塞するフラップおよび蓋部、
　

並びに、
　

こ
とを特徴とする収納箱。
【請求項８】
　 単位パックを複数段に積み重ねて収容する四角
筒状の容器を構成する正面部、背面部、および左右の側面部、
　前記容器の上部開口部を閉塞するフラップおよび蓋部、
　前記左右の側面部の下部にそれぞれ連接された、底面片、立上片および上面片からなる

台形成部、
　

　前記正面部の下部に連接された底面部、並びに
　前記背面部に連接された、立上片、上面片、および立下片からなる 台形成部
を１枚のシートで構成し

収納箱。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、棒状の小物物品、特に単３形乾電池等の小型円筒形電池を収納して販売等のた
めに展示する収納箱に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電池その他の日曜雑貨品を収納する収納箱は、多種多様なものが出回っている。電池の分
野においては、２個あるいは４個を熱収縮性樹脂チューブで包装した、いわゆるシュリン
クパックやブリスタパックが広く用いられている。これらの収納箱は、店頭の陳列台上に
並べたり、吊り下げたりして展示したとき、内容物の種類、グレード、ブランド名などを
容易に顧客が視認でき、かつ持ち運びに便利である。
しかしながら、近年は電池使用機器の高機能化にともない、使用電池数が増えたり電池交
換の頻度が増す傾向にあり、そのため電池パックも多数の電池を収納できるものが要求さ
れている。このような要求に対して、従来のシュリンクパックやブリスターパックでは十
分満足させることはできない。
【０００３】
そこで、シュリンクパックやブリスターパックの収容電池数を増やしたり、透明なプラス
チック容器内に多数の電池を積み重ねて収容する収納箱が提案されたりしている。
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１～５

複数の棒状物品を並列に並べて収容する

左右いずれかの側面部に設けられた、最下段の単位パックの取り出し口を形成するため
の剥ぎ取り部、

前記容器の底を構成する底面部
を１枚のシートで構成した収納箱本体、並びに、
　前記収納箱本体内の底部に挿入される台
を具備し、前記台は、その頂面が前記容器の正面部側が低く背面部側が高くなるよう傾斜
しており、前記単位パックの取り出し口を形成するための剥ぎ取り部は、前記台の頂面上
の単位パック内の棒状物品の一方の端部に対応して前記容器の側面部に設けられている

複数の棒状物品を並列に並べて収容する

第１の
左右いずれかの側面部に設けられた、最下段の単位パックの取り出し口を形成するため

の剥ぎ取り部、

第２の
た収納箱であって、

　第１および第２の台形成部により、頂面が前記容器の正面部側が低く背面部側が高くな
るよう傾斜した、前記単位パックを載せる台を構成し、かつ、前記単位パックの取り出し
口を形成するための剥ぎ取り部が、前記台の頂面上の単位パック内の棒状物品の一方の端
部に対応して前記容器の側面部に設けられている



しかし、単に電池数を増やすだけでは、開封すると電池がバラバラになってしまい、需用
者にとっては電池の保管が面倒になる。ブリスターパックでは、展示できる電池数が制限
される上に、台紙部分の”みみ”など無駄な部分が増えて割高となる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、以上のような従来の収納箱の不都合をなくし、多数の小物物品、特に電池を収
容することができ、かつ需用者において保管にも便利な収納箱を提供することを目的とす
る。
本発明は、多数の物品を効果的に展示できる収納箱を提供することを目的とする。
【０００５】
本発明はまた、保管中の収納箱から一定数の物品を規則正しく取り出すことができる収納
箱を提供することを目的とする。
本発明は、一定数の物品をスムーズに取り出すことができる収納箱を提供することを目的
とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明の収納箱は、複数の棒状物品を並列に並べて収容し
た単位パックを複数段に積み重ねて収容する

ことを特徴とす
【０００８】
【発明の実施の形態】
　本発明の収納箱においては、上記のように、複数の物品を並列に並べて収容した単位パ
ックが複数段に積み重ねて収容され、最下段の単位パックに対応する側面に当該単位パッ
クの取り出し口 を形成する剥ぎ取り部が設けられている。

収納箱を購入した顧客は、剥ぎ取り部を剥ぎ取ることにより、単位パックの取り
出し口を形成することができる。
　 物品を必要とするときに、単位パックを前記の取り出し口から取り
出し、使用に供することができる。残りの単位パックは、そのまま収納箱内に保管するこ
とができる。このように本発明の収納箱は、比較的多数の物品を収納できるばかりでなく
、物品の新旧の区分及び残りの物品の保管ができる。
【０００９】
本発明の好ましい実施の形態においては、前記の物品が電池のように円筒形であり、前記
の取り出し口が単位パック内の物品の端面に対応する容器側面に設けられている。単位パ
ックの取り出しに際して、取り出そうとする最下段の単位パックには、その上に積み重ね
られている単位パックの重量がかかっている。しかし、前記の構成においては、単位パッ
クを取り出す際、そのパック内の物品は、その上のパックの物品に対して軸方向にスライ
ドしながら引き抜かれることになる。従って、上に積み重ねられている単位パックの荷重
がかかっていても、最下段の単位パックをスムーズに取り出すことができる。
【００１０】
　本発明の においては、前記単位パックは、容器正面側が低く背面側が高くなるよ
う傾斜して収納されている。この構成によると、収納箱の奥行きが節減できるから、狭い
場所での展示密度を上げることができる。また、前記の取り出し口を容器の側面に設けた
ことと相俟って、単位パックを取り出す際上のパックの荷重の一部が容器正面部にかかり
、単位パックの取り出しがより容易になる。容器の蓋も同様に傾斜させることにより、蓋
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四角筒状の容器、前記容器の上面に設けられ
前記単位パックを出し入れする開口部、前記開口部を閉塞する蓋、前記単位パックを載せ
る台、および最下段の単位パックの取り出し口または同取り出し口を形成するための剥ぎ
取り部を具備している。そして、前記単位パックは、前記棒状物品を前記容器の正面部と
並列に並べて収容しており、前記台はその頂面が前記容器の正面部側が低く背面部側が高
くなるよう傾斜しており、前記単位パックの取り出し口または同取り出し口を形成するた
めの剥ぎ取り部は、前記台の頂面上の単位パック内の棒状物品の一方の端部に対応して前
記容器の側面部に設けられている る。

または同取り出し口 剥ぎ取り部
を有する

本発明の収納箱は、

収納箱



の部分に付した内容物の種類、グレード、ブランドなどの表示が正面から見ることができ
、従って、展示効果も向上する。
【００１１】
本発明の収納箱は、容器を載置台上に自立できるような底面を有するものとするか、また
は容器の上端に、容器を吊り下げるための吊り下げ部片を設けるのが好ましい。このよう
に卓上形及び／または吊り下げ形とすることにより、いざというときに目にみえるところ
に物品を保管することができる。
【００１２】
本発明の他の好ましい実施の形態においては、前記容器の少なくとも正面側が透明である
。この構成により、容器内の単位パックを外部から視認できる。特に、単位パックが透明
な樹脂を使用したシュリンクパックであるときは、物品自体を外部から視認できる。これ
によって、物品に施された物品の種類、グレード、ブランドなどを容易に視認できるので
、展示効果が向上する。また、蓋の部分に意匠を施し、あるいは内容物を視認できるよう
にすることにより、展示効果をより向上することができる。
【００１３】
本発明のさらに他の好ましい実施の形態においては、前記容器内の最上段の単位パック上
に仕切り板が載置されている。この仕切板の上に、例えば使用済み電池を入れるようにす
れば、廃品の回収にも便利である。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態において、収納箱は、
　

。必要に応じて、容器の上端、例えば背面部に吊り下げ部が設けられ
【００１５】
　本発明のさらに他の好ましい実施の形態において、収納箱は、
　

。
　この構成によると、単位パックを載せる台を一体に形成することができる。この台には
、立上片および立下片による足が形成されるから、単位パックの積み重ねを載せるに足る
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複数の棒状物品を並列に並べて収容する単位パックを複数段に積み重ねて収容する四角
筒状の容器を構成する正面部、背面部、および左右の側面部、
　前記容器の上部開口部を閉塞するフラップおよび蓋部、
　左右いずれかの側面部に設けられた、最下段の単位パックの取り出し口を形成するため
の剥ぎ取り部、並びに、
　前記容器の底を構成する底面部
を１枚のシートで構成した収納箱本体、並びに、
　前記収納箱本体内の底部に挿入される台
を具備している。前記台は、その頂面が前記容器の正面部側が低く背面部側が高くなるよ
う傾斜しており、前記単位パックの取り出し口を形成するための剥ぎ取り部は、前記台の
頂面上の単位パック内の棒状物品の一方の端部に対応して前記容器の側面部に設けられて
いる る。

複数の棒状物品を並列に並べて収容する単位パックを複数段に積み重ねて収容する四角
筒状の容器を構成する正面部、背面部、および左右の側面部、
　前記容器の上部開口部を閉塞するフラップおよび蓋部、
　前記左右の側面部の下部にそれぞれ連接された、底面片、立上片および上面片からなる
第１の台形成部、
　左右いずれかの側面部に設けられた、最下段の単位パックの取り出し口を形成するため
の剥ぎ取り部、
　前記正面部の下部に連接された底面部、並びに
　前記背面部に連接された、立上片、上面片、および立下片からなる第２の台形成部
を１枚のシートで構成されている。
　第１および第２の台形成部により、頂面が前記容器の正面部側が低く背面部側が高くな
るよう傾斜した、前記単位パックを載せる台を構成し、かつ、前記単位パックの取り出し
口を形成するための剥ぎ取り部が、前記台の頂面上の単位パック内の棒状物品の一方の端
部に対応して前記容器の側面部に設けられている



強度を有する。必要に応じて、容器の上端、例えば背面部に吊り下げ部が設けられる。
【００１６】
【実施例】
次に、具体的な実施例を説明する。
【００１７】
実施例１
図１は収納箱の一例を示し、図２は物品の単位パックとして、円筒形の例えば単３形電池
７を４個並列に並べて透明な樹脂チューブ８で被覆し、熱収縮させたシュリンクパックか
らなる単位パック６を示している。
収納箱１は、単位パック６を複数段、例えば５段に積み重ねて収容する四角筒状の容器２
からなり、上面の開口部は蓋３により閉塞される。容器２の底部には、台４が挿入されて
いる。台４はプラスチックにより下面が開放した四角筒状に一体成形されたもので、上面
は、前面側が低く背面側が高くなるように傾斜している。この台４を底部に入れた容器２
内には、単位パック６は前面が低くなるように傾斜して台４上に積み重ねられる。容器２
の右側面には、最下段の単位パックを取り出すための取り出し口５が形成されている。こ
の取り出し口５は、容器の右側面を構成する部分に、あらかじめミシン目により区画され
ていた剥ぎ取り部を剥ぎ取ることによって形成されたものである。この収納箱は、それ自
体が卓上で自立できるような底面を有する。必要なら、容器の一部、例えば背面に、吊り
下げ孔を有する吊り下げ片を設けることができる。
【００１８】
この例では、収納箱１は、ポリエチレンテレフタレートなどの透明なプラスチックシート
から作られている。単位パック６は、電池の端面が箱の側面に向くように収容され、電池
の胴部が箱正面に位置するから、電池に施された種類、グレード、ブランドなどは、箱の
正面から視認できる。単位パックの取り出し口５は、単位パック６内の電池７の端面に対
応する容器側面に設けられているから、単位パックを取り出すとき、単位パックはその内
の電池の軸方向に引き抜かれることとなる。その際、パックは、電池の胴部に相当すると
ころが上のパックのそれと軸方向にスライドすることとなるから、上のパックの荷重がか
かっていても、パックの取り出しが容易である。パックの取り出しが、電池の軸方向に垂
直な方向であると、パックの上面には、取り出し方向に垂直な方向に延びた凹凸が形成さ
れているから、取り出しは困難となる。
取り出し口は、容器側面に形成したが、容器の正面または背面に形成してもよい。また、
容器の素材は、プラスチックに限らず、紙などを用いてもよい。
【００１９】
実施例２
この例では、実施例１における台の部分をも箱を構成するシートにより一体に作っている
。
図３は組み立てられた収納箱を示し、図４はその箱を構成するシートの展開図を示す。
この収納箱を構成するシート１０は、プラスチックまたは紙のシートを所定の型により打
抜加工したもので、後述の折り目やミシン目も同時に形成される。
１１は正面部を表し、その左には折り目１１ａを介して左側面部１２が、また右には折り
目１１ｂを介して右側面部１３がそれぞれ連設されている。右側面部１３には、さらにそ
の右に折り目１３ａを介して背面部１４が連設され、左側面部１２には折り目１２ａを介
してのり代１５が連設されている。
正面部１１の上下には、折り目１１ｃおよび１１ｄを介して上面部２１および底面部３１
が連設されている。そして、上面部２１には折り目２１ｃを介して差込片４１が、また底
面部３１には折り目３１ｄを介して差込片５１がそれぞれ連設されている。折り目２１ｃ
の両端には切り込み２１ｅが、また折り目３１ｄの両端及び中央には切り込み３１ｅがそ
れぞれ設けられている。
【００２０】
左側面部１２の上部には、折り目１２ｃを介してフラップ２２が設けられ、下部には折り

10

20

30

40

50

(5) JP 3727045 B2 2005.12.14



目１２ｄ、底面片３２、折り目３２ｄ、立上片５２、折り目５２ｄおよび上面片６２が順
次設けられている。
右側面部１３の上部には、折り目１３ｃを介してフラップ が設けられ、下部には折り
目１３ｄ、底面片３３、折り目３３ｄ、立上片５３、折り目５３ｄおよび上面片６３が順
次設けられている。
背面部１４の下部には、折り目１４ｄ、立上片５４、折り目５４ｄ、上面片３４、折り目
３４ｄおよび立下片５５が順次設けられている。
右側面部１３には、ミシン目１３ｅ、１３ｆによって剥ぎ取り部１６が区画され、この剥
ぎ取り部の左右に隣接して、正面部１１および背面部１４にそれぞれ透孔１７および１８
が設けられている。また、側面部１２には透孔１９が設けられている。
【００２１】
このシート１０を用いて収納箱を組み立てる方法を説明する。
図５および図６は、組立過程を正面部１１側から見た斜視図である。
まず、折り目１１ａ、１１ｂ、１２ａ及び１３ａが外側となるように左側面部１２、のり
代１５、右側面部１３及び背面部１４をそれぞれ隣接する部片に対して直角に折り曲げる
。のり代１５は、適当な組立過程で背面部１４の内側へ接着する。
次に、折り目１２ｄ、３２ｄ及び５２ｄが外側になるように底面部３２、立上片５２及び
上面片６２をそれらの隣接する部片に対して直角に折り曲げる。同様に折り目１３ｄ、３
３ｄ及び５３ｄの部分で底面片３３、立上片５３及び上面片６３をそれらの隣接する部片
に対して直角に折り曲げる。
また、底面部３１及び差込片５１を折り目１１ｄ及び３１ｄで直角に折り曲げる。
【００２２】
一方、立上片５４を折り目１４ｄで折り曲げ、背面部１４の内面に重ね合わせ、ついで

折り目５４ｄ及び３４ｄが内側になるように隣接部片に対し
て直角に折り曲げる。
そして、底面片３２を底面部３１の上面にのせると、図６のように、上面片６２は立上片
５２を足として、背面部１４と、正面部１１の内側に重ね合わされた立上片５４との間で
、かつ底面部３１の左半分において正面側が低くなった台部分３１Ｌを形成する。同様に
上面片６３は立上片５３を足として、背面部１４と、立上片５４との間で、かつ底面部３
１の右半分において、正面側が低くなった台部分３１Ｒを形成する。
前記の台部分３１Ｌ及び３１Ｒはその上面が上面片３４により覆われ、上面片３４に連な
る立下片５５は、正面部１１と台部分３１Ｌ、３１Ｒとの間に差込まれ、底面部３１に接
する。また、底面部３１に連なる差込片５１は、背面部１４と台部分３１Ｌ、３１Ｒとの
間に差込まれる。
このように、左側面部１２に連接された底面片３２、立上片５２、および上面片６２、並
びに右側面部１３に連接された底面片３３、立上片５３、および上面片６３ 立上片５２
および５３を足とする台を形成し、背面 １４に連接された立上片５４、上面片３４およ
び立下片５５が前記の台を覆い、かつ立上片５４および立下片５５が足となるので、薄い
シートから構成しても、単位パックの積み重ねを載せるに足る強度の台を形成することが
できる。
【００２３】
以上によって上部が開口した収納箱が組み立てられる。この開口部は、フラップ２２及び
２３を折り目１２ｃ及び の部分で左側面部１２及び右側面部 に対して直角に折
り曲げるとともに、上面部２１を折り目１１ｃの部分で折り曲げ、さらに差込片４１を折
り目２１ｃの部分で折り曲げて背面部１４とフラップ２２、２３との間に差し込む

。
こうして、台部分３１Ｌ、３１Ｒ及びこれを覆う上面片３４が単位パックを載せる基台と
なった収納箱が完成する。この収納箱に、その上部開口部から単位パック６を５個挿入し
て積み重ね、蓋を閉じ、シールを貼って店頭に展示することができる。
図７は、上に説明したシートの変形例を示す。この例では、剥ぎ取り部１６の一部に、折
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り目１３ｈと切り目１３ｇを設けて舌片１６ａを形成し、一方台部分を形成する上面片３
４に切り目３４ｇによって切り起こした舌片３４ａを設けている。そして、箱の組立に際
して、舌片１６ａを内側に折り曲げ、その上に上面片３４を載せ、上面片３４とその下側
に若干押し下げた舌片３４ａとの間に舌片１６ａの先端を挟み込ませる。これによって、
台部分の強度を上げることができる。
【００２４】
実施例３
本実施例は、単位パックを載せる台部分は、箱を組み立てるシートとは別個に成形したも
のを用いる例である。図８は組み立てた箱の斜視図であり、図９は箱の底部へ挿入する台
を示す斜視図、図 は箱の底面を示す斜視図である。
まず、箱を構成するシートを図１１に示す展開図により説明する。
１１１は正面部を表す。正面部１１１の左側には折り目１１１ａを介して左側面部１１２
が設けられ、さらにその左側に折り目１１２ａを介してのり代１１５が設けられている。
正面部１１１の右側には折り目１１１ｂを介して右側面部１１３が設けられ、その右側に
折り目１１３ａを介して背面部１１４が設けられている。
正面部１１１の上部には、折り目１１１ｃを介して上面部１２１が設けられ、さらに折り
目１２１ｃを介して差込片１４１が設けられている。正面部１１１の下部には、折り目１
１１ｄを介して底面片１３１が設けられている。折り目１２１ｃの両端には切り込み１２
１ｅが設けられている。
左側面部１１２の上部には、折り目１１２ｃを介してフラップ１２２が設けられ、下部に
は、折り目１１２ｄを介して底面片１３２が設けられている。
同様に右側面部１１３の上部には、折り目１１３ｃを介してフラップ１２３が設けられ、
下部には、折り目１１３ｄを介して底面片１３３が設けられている。
背面部１１４の上部には、折り目１１４ｃを介して折り返し片 が設けられ、この折
り返し片 及びこれと対応する位置の背面部１１４には打ち抜きにより吊り下げ孔１
２５Ｂ及び１２５Ａが設けられている。背面部１１４の下部には、折り目１１４ｄを介し
て底面片１３４が設けられている。

【００２５】
このシート１００を用いて収納箱を組み立てるには、まず折り目１１１ａ、１１１ｂ、１
１２ａ及び１１３ａの部分で折り目が外側になるようにシートを直角に曲げ、のり代１１
５を背面部１１４へ接着する。
次いで、底面片１３１、１３２、１３３及び１３４を折り目１１１ｄ、１１２ｄ、１１３
ｄ及び１１４ｄの部分で内側に直角に折り曲げる。その際底面片１３２及び１３３の上へ
底面片１３４をのせ、次に底面片１３１の突片１３１Ａの先端を底面片１３４の切欠部１
３４Ａの底部から底面片１３４の内側へ押し込む。そうすると、突片１３１Ａの先端は、
底面片１３４と底面片１３２、１３３の間に挟まれ、かつ突片１３１Ａに連なるテーパ部
１３１Ｂが底面片１３４の両先端部１３４Ｂの内側端部を押さえる形となる。これによっ
て、底が閉塞され、上部が開口した収納箱が形成される。
【００２６】
次に、基台１３１を収納箱内へ挿入する。基台１３１は、上面部及び四方の側面部を一体
に形成したもので、上面部は前部が低く背部が高くなるよう傾斜している。
次に、フラップ１２２及び１２３を折り目１１２ｃ及び１１３ｃの部分で内側へ折り曲げ
、次いで上面部１２１を折り目１１１ｃで内側へ折り曲げ、さらに差込片１４１を折り目
１２１ｃで折り曲げ、これを背面部１１４とフラップ１２２、１２３との間に差し込むこ
とにより収納箱の開口は閉塞される。
ここに示した箱は、例えば単４形乾電池を２個並べて収容した単位パックを収納する。
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右側面部１１３には、ミシン目１１３ｅ、１１３ｆによって剥ぎ取り部１１６が区画され
、この剥ぎ取り部の左右に隣接して、正面部１１１および背面部１１４にそれぞれ透孔１
１７および１１８が設けられている。また、側面部１１２には透孔１１９が設けられてい
る。



【００２７】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、比較的多数の物品を収納できるばかりでなく、物品の新旧
の区分及び残りの物品の保管ができ、展示効果の大なる収納箱が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例における収納箱の斜視図である。
【図２】同実施例に用いられた電池パックの斜視図である。
【図３】本発明の他の実施例における収納箱の斜視図である。
【図４】同実施例の収納箱を構成するシートの展開図である。
【図５】同収納箱の組立過程の斜視図である。
【図６】さらに組み立てが進行した状態の斜視図である。
【図７】同収納箱の変形例の展開図である。
【図８】本発明のさらに他の実施例における収納箱の斜視図である。
【図９】同箱に組み合わされる台の斜視図である。
【図１０】同箱の底を示す斜視図である。
【図１１】同箱を構成するシートの展開図である。
【符号の説明】
１　収納箱
２　容器
３　蓋
４　台
５　取り出し口
６　単位パック（シュリンクパック）
７　物品（電池）
８　樹脂チューブ
１０　シート
１１　正面部
１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１２ａ、１２ｃ、１２ｄ、１３ａ、１３ 、１３ｄ、
１４ｄ、２１ｃ、３１ｄ、３２ｄ、３３ｄ、３４ｄ、５２ｄ、５３ｄ、５４ｄ　折り目
１３ｅ、１３ｆ　ミシン目
１２　左側面部
１３　右側面部
１４　背面部
１５　のり代
１６　剥ぎ取り部
１７、１８ 　透孔
２１　上面部
２２、２３　フラップ
３１　底面部
３２、３３　底面片
３４、６２、６３　 面片
５２、５３、５４　立上片
４１、５１ 差込片
５５　立下片
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(9) JP 3727045 B2 2005.12.14



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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